
提

出

者

河

村

た

か

し

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

二

八

五

号

都
市
・
地
域
整
備
局
所
管
補
助
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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都
市
・
地
域
整
備
局
所
管
補
助
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

宮
城
県
桃
生
郡
鳴
瀬
町
（
現
東
松
島
市
）
の
平
成
十
五
年
度
都
市
・
地
域
整
備
局
所
管
補
助
事
業
（
鳴
建
第
一
二
六
〇
号
）

に
か
か
る
国
土
交
通
大
臣
の
補
助
金
決
定
の
経
緯
に
関
し
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

鳴
瀬
町
が
、
「
鳴
建
第
一
二
六
〇
号
」
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
「
平
成
十
五
年
度
都
市
・
地
域
整
備
局
所
管
補
助
金
交

付
申
請
」
を
し
た
の
は
い
つ
か
。

二

右
記
申
請
に
対
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日
、
「
国
都
総
第
三
五
六
六
号
」
と
し
て
、
一
億
七
百
八

十
九
万
六
千
円
の
補
助
金
交
付
を
算
定
決
定
し
た
が
、
隣
接
す
る
矢
本
町
（
現
在
は
鳴
瀬
町
と
合
併
し
東
松
島
市
）
で
は
、

同
種
の
目
的
の
た
め
に
、
は
る
か
に
低
コ
ス
ト
の
工
法
に
よ
る
事
業
に
補
助
金
が
交
付
決
定
さ
れ
て
い
た
。
い
か
な
る
理
由

で
、
隣
接
町
に
お
い
て
、
異
な
る
工
法
で
の
事
業
補
助
が
交
付
決
定
さ
れ
た
の
か
。

三

鳴
瀬
町
の
申
請
に
あ
た
り
、
宮
城
県
ま
た
は
県
関
係
の
社
団
法
人
等
の
公
益
法
人
が
、
国
に
陳
情
・
助
言
・
提
案
等
の
関

与
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。
鳴
瀬
町
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

四

国
土
交
通
大
臣
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
、
鳴
瀬
町
の
補
助
金
交
付
決
定
変
更
申
請
に
対
し
て
、
一
億
四
千
五
百

万
千
円
に
増
額
変
更
し
た
が
（
国
都
総
第
三
七
一
七
号
）
、
増
額
決
定
し
た
根
拠
・
理
由
の
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



五

右
変
更
申
請
に
あ
た
り
、
宮
城
県
ま
た
は
県
関
係
の
社
団
法
人
等
の
公
益
法
人
が
、
国
に
陳
情
・
助
言
・
提
案
等
の
関
与

を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。
鳴
瀬
町
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

六

右
記
鳴
瀬
町
の
補
助
事
業
に
関
し
て
、
宮
城
県
は
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
一
三
条
二
項
の
「
経

費
」
の
交
付
を
受
け
た
か
否
か
。

七

宮
城
県
が
右
「
経
費
」
の
交
付
を
受
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
金
額
は
い
く
ら
か
。

右
質
問
す
る
。

二


